
広島県水道広域連合企業団地域内特定建設工事共同企業体取扱要綱  

 

       令和５年４月１日制  定 

            令和５年５月１日一部改正 

            令和５年６月１日一部改正  

 （目的）  

第１条 広島県水道広域連合企業団が発注する土木一式工事に係る建設工事において、地域

内における工事ごとに結成される特定建設工事共同企業体（以下「特定共同企業体」とい

う。）の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。  

   

 （特定共同企業体）  

第２条 この要綱で定める特定共同企業体は、技術的難度の低い軽易な工事等について、地

域内の優良な建設事業者の技術力を結集させ、上位等級と同等に取り扱うことにより、地

域内の工事の円滑的かつ安定的施工を図ること等を目的として、工事ごとに結成されるも

のとする。  

  

 （特定共同企業体の活用の基本）  

第３条 特定共同企業体の活用は、地域内の建設業者等の状況及び工事内容を勘案したうえ

で行うものとする。  

  

 （施工方式等）  

第４条 特定共同企業体は、構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。  

２ この要綱に定める工事については、特定共同企業体と単体企業の混合による入札方式と

する。  

  

（対象工事）  

第５条 特定共同企業体への発注に付すべき工事（以下「対象工事」という。）は、１億円以

上５億円未満の技術的難度の低い施設の工事で、地域の建設業者等の状況及び工事内容等

を勘案し、企業長（技術管理課）が特に認めた場合に限り行うものとする。  

  

 （構成員の数）  

第６条 特定共同企業体の構成員の数は、２者とする。  

  

 （組合せ）  

第７条 特定共同企業体の構成員は、Ｂ格付業者とし、対象工事に対応する建設工事の種 

類の資格審査を受けた資格者（以下「有資格者」という。）の組合せとする。  

  

（構成員の資格）  

第８条 特定共同企業体の構成員は、次の各号の要件を満たすものとする。  

(1) 土木一式工事の主たる営業所を地域内に有する者であること。  



(2) 土木一式工事について、許可を有しての営業年数が５年以上であること。ただし、相

当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合におい

ては、当該許可を有しての営業年数が５年未満であってもこれを同様に取り扱うこと

ができるものとする。  

(3) 土木一式工事の年間平均完成工事高の合計が対象工事の予定価格以上であること。  

(4) 第 10 条に規定する特定共同企業体の代表者（以下「代表者」という。）は、土木一式

工事について、特定建設業の許可を有すること。  

(5) 代表者は、土木一式工事に係る監理技術者を工事現場に専任で配置することができる

者であることとし、その他の構成員は、土木一式工事に係る監理技術者又は主任技術

者を工事現場に専任で配置することができる者であること。  

(6) 代表者は、土木一式工事について１，１４８点以上の総合数値を有する者であるこ

と。  

     

 （出資比率）  

第９条 特定共同企業体のどちらの構成員についても、均等割の 10 分の６以上の出資比率で

あるものとする。  

  

 （代表者）  

第 10 条 代表者は、より大きな施工能力を有する者であり、出資比率が大きい者とする。  

  

 （結成方法）  

第 11 条 特定共同企業体の結成は、構成員の自主結成とする。  

２ 特定共同企業体を結成した構成員は、同一工事において他の特定共同企業体の構成員と

なることができない。  

  

 （資格審査等に必要な事項）  

第 12 条 この要綱に規定する特定共同企業体の資格審査等に必要な事項及び様式について

は、「広島県水道広域連合企業団特定建設工事共同企業体事務処理要領」の定めを準用す

るものとする。ただし、同要領第４条第１項第５号に定める技術習得（計画・報告）書に

ついては、提出を求めないものとする。  

  

 （その他）  

第 13 条 この要綱に定めのない事項については、企業長が別に定める。  

 

 附  則    

（施行期日） 

 １ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

   令和５年５月１日改正については、令和５年５月１日から施行する。 

   令和５年６月１日改正については、令和５年６月１日から施行する。 



（経過措置） 

 ２ この要領の施行の際、現に入札の執行手続が完了しているものについては、 

なお従前の例による。 

 ３ この要領は、施行日から令和８年３月３１日までの間は、企業団事務局本部及び 

広島水道事務所が発注する測量・建設コンサルタント等業務に適用する。 

 

 ４ 前項に規定する期間において、広島県水道広域連合企業団水道事業等の設置等に 

関する条例（令和５年広島県水道広域連合企業団条例第１号）第５条第３項に規定する

地方機関（広島水道事務所を除く。）が発注する測量・建設コンサルタント等業務に 

ついては、当分の間、法令その他別に定めのあるものを除くほか、構成団体（広島県を

除く。）の規則等をこの規程とみなして適用する。 

 

 ５ 前項の規定において、構成団体の契約規則、財務規則等の規定中「市」又は「町」 

とあるのは「企業団」と、「市長」又は「町長」とあるのは「企業長」と、部署、職名

等については企業団の該当する部署、職名等にそれぞれ読み替えるものとする。 


